
健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書 

【手続概要】 

この申請書は、任意適用の認可を受けていた事業所が、任意適用取消を申請

する場合に提出していただくものです。 

（健康保険又は厚生年金保険のどちらか一方の適用取消の申請もできます。） 

【添付書類】 

被保険者の４分の３以上の同意を得たことを証する書類 

【提出先】 

事務センターまたは管轄の年金事務所 

【提出方法】 

電子申請、郵送、窓口持参


